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死
因
究
明
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
（
衆
第
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号
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衆
議
院
提
出
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
我
が
国
に
お
い
て
死
因
究
明
及
び
身
元
確
認
の
実
施
に
係
る
体
制
の
充
実
強
化
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い

る
こ
と
に
鑑
み
、
死
因
究
明
等
の
推
進
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
そ
の
在
り
方
を
横
断
的
か
つ
包
括
的
に
検
討
し
及
び
そ
の
実

施
を
推
進
す
る
た
め
、
死
因
究
明
等
の
推
進
に
つ
い
て
、
基
本
理
念
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
並
び
に
施
策
の
基
本
と

な
る
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
死
因
究
明
等
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
死
因
究
明
等
の
推
進
に
関
す
る
基
本
理
念

１

死
因
究
明
の
推
進
は
、
死
者
及
び
そ
の
遺
族
等
の
権
利
利
益
を
踏
ま
え
て
こ
れ
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
生
命
の
尊
重
と

個
人
の
尊
厳
の
保
持
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
と
の
基
本
的
認
識
の
下
で
、
人
の
死
亡
が
犯
罪
行
為
に
起
因
す
る
も
の
で

あ
る
か
否
か
の
判
別
の
適
正
の
確
保
、
公
衆
衛
生
の
向
上
そ
の
他
の
死
因
究
明
に
関
連
す
る
制
度
の
目
的
の
適
切
な
実
現

に
資
す
る
よ
う
、
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

２

身
元
確
認
の
推
進
は
、
身
元
確
認
が
、
生
命
の
尊
重
と
個
人
の
尊
厳
の
保
持
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
国
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民
生
活
の
安
定
及
び
公
共
の
秩
序
の
維
持
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
基
本
的
認
識
の
下
で
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

二
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
等

１

一
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
国
は
、
死
因
究
明
等
の
推
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責

務
を
、
地
方
公
共
団
体
は
、
死
因
究
明
等
の
推
進
に
関
し
、
国
と
の
適
切
な
役
割
分
担
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
地
方
公
共
団

体
の
地
域
の
状
況
に
応
じ
た
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

、

、

、

、

、

、

、

２

国

地
方
公
共
団
体

大
学

医
療
機
関

関
係
団
体

医
師

歯
科
医
師
そ
の
他
の
死
因
究
明
等
に
関
係
す
る
者
は

死
因
究
明
等
の
推
進
に
関
す
る
施
策
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
死
因
究
明
等
の
推
進
に
関
す
る
基
本
方
針

１

死
因
究
明
等
の
推
進
に
関
し
て
、
重
点
的
に
検
討
さ
れ
、
及
び
実
施
さ
れ
る
べ
き
施
策
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

る
。

法
医
学
に
関
す
る
知
見
を
活
用
し
て
死
因
究
明
を
行
う
専
門
的
な
機
関
の
全
国
的
な
整
備

法
医
学
に
係
る
教
育
及
び
研
究
の
拠
点
の
整
備

死
因
究
明
等
に
係
る
業
務
に
従
事
す
る
警
察
等
の
職
員
、
医
師
、
歯
科
医
師
等
の
人
材
の
育
成
及
び
資
質
の
向
上
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警
察
等
に
お
け
る
死
因
究
明
等
の
実
施
体
制
の
充
実

死
体
の
検
案
及
び
解
剖
の
実
施
体
制
の
充
実

薬
物
及
び
毒
物
に
係
る
検
査
、
死
亡
時
画
像
診
断
そ
の
他
死
因
究
明
の
た
め
の
科
学
的
な
調
査
の
活
用

遺
伝
子
構
造
の
検
査
、
歯
牙
の
調
査
そ
の
他
身
元
確
認
の
た
め
の
科
学
的
な
調
査
の
充
実
及
び
身
元
確
認
に
係
る
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
の
整
備

死
因
究
明
に
よ
り
得
ら
れ
た
情
報
の
活
用
及
び
遺
族
等
に
対
す
る
説
明
の
促
進

２

死
因
究
明
等
の
推
進
に
関
す
る
施
策
は
、
死
因
究
明
等
に
係
る
人
材
の
育
成
、
施
設
等
の
整
備
及
び
制
度
の
整
備
の
そ

れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
１
の
施
策
の
総
合
性
を
確
保
し
つ
つ
、
段
階
的
か
つ
速
や
か
に
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

四
、
死
因
究
明
等
推
進
計
画

、

、

、

１

政
府
は

死
因
究
明
等
の
推
進
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め

三
の
基
本
方
針
に
即
し

講
ず
べ
き
必
要
な
法
制
上
又
は
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
定
め
た
死
因
究
明
等
推
進
計
画
を
定
め
、
遅
滞
な
く
、

こ
れ
を
国
会
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
要
旨
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
死
因
究
明
等
推
進
計
画
に
つ
き
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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五
、
死
因
究
明
等
推
進
会
議

１

内
閣
府
に
、
特
別
の
機
関
と
し
て
、
死
因
究
明
等
推
進
計
画
の
案
を
作
成
す
る
こ
と
等
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
死
因
究

明
等
推
進
会
議
を
置
く
。

２

死
因
究
明
等
推
進
会
議
は
、
内
閣
官
房
長
官
を
会
長
と
し
、
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
す
る
内
閣
官
房
長
官
以
外
の
国
務

大
臣
及
び
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
有
識
者
か
ら
な
る
委
員
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

六
、
医
療
の
提
供
に
関
連
し
て
死
亡
し
た
者
の
死
因
究
明
の
た
め
の
制
度
に
つ
い
て
の
検
討

医
療
の
提
供
に
関
連
し
て
死
亡
し
た
者
の
死
因
究
明
の
た
め
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
そ
の
特
殊
性
に
鑑
み
、
政
府
に
お
い

て
別
途
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。

七
、
施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
法
律
は
、
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
た
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
。


